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職
給
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則
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任
給
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昇
格
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昇
給
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任
給
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昇
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昇
給
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。
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す
る
規
則
の
一
部

基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十

改
正
す
る
。
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メ
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ト
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号
を
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よ
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に
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げ
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事
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の
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定
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を
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第
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条
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、
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で
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メ
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千
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百
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ロ
メ
ー
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ル
以
上
二
千
キ
ロ

二
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
五
百
キ

単
身
赴
任
手
当
の
支
給
に
関
す

身
赴
任
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規

よ
う
に
改
正
す
る
。

四
条
第
三
項
の
表
中

「

一
万

一
万

二
万

身
赴
任
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三

五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）

二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く

項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日

五
万
八
千

に
改
め
る
。

下
「
事
由
発
生
」
と
い
う
。
）

い
事
情
に
よ
り
、
同
居
し
て
い
た

の
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
事
由

定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難

常
況
と
す
る
職
員

五
千
円

四
万
円

」

三
万
八
千
円

四
万
三
千
円

」

四
万
五
千

メ
ー
ト
ル
未
満

ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

四
万
八
千

五
万
三
千

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
（
平
成
二
年
山
口
県
人
事
委

二
千
円

八
千
円

四
千
円

三
万
円

を
「

一
万
三
千
円

二
万
円

二
万
六
千
円

三
万
三
千
円

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を山

号

第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
採
用

（
同
法
第
二
十
八
条
の
三
の
規

円

」

に
伴
い
、
住
居
を
移
転
し
、
第

配
偶
者
と
別
居
す
る
こ
と
と

発
生
の
直
後
に
在
勤
す
る
公
署

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の

円

」
を

円円

に
改
め
る
。

則員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を

に
、

こ
こ
に
公
布
す
る
。

口
県
人
事
委
員
会

特
地
勤
務
手
当
等
に
関

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
に
後
段
と
し
て
次
の

職
員
給
与
条
例
第
十
八
条

る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七

定
め
る
額
は
、
二
万
六
千
円

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十

（
単
身
赴
任
手
当
の
月
額
の
特

２

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に

例
第
四
十
一
号
）
附
則
第
九

関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六

校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

二
号
）
附
則
第
九
項
の
規
定

に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十

定
に
よ
り
勤
務
し
た
後

の
翌
日
に
お
け
る
も
の

ロ

公
益
的
法
人
等
へ
の

第
五
十
号
）
第
五
条
の

第
五
条
第
二
項
第
七
号
中
「

附

則

（
施
行
期
日
）

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
口
県
人

よ
う
に
加
え
る
。

第
一
項
に
規
定
す
る
特
地
勤
務
手

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

と
す
る
。

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

一
日四

号

七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

例
）

関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

年
山
口
県
条
例
第
二
号
）
第
十
二

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

七
年
山
口
県
条
例
第
六
号
）
第
十

退
職
し
た
日
及
び
当
該
採
用
に
係

に
限
る
。
）

一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等

規
定
に
よ
る
復
帰
又
は
同
法
第
十

復
帰
等
」
を
「
事
由
発
生
」
に
改

一
三

則事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部

当
の
月
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が

こ
こ
に
公
布
す
る
。

山
口
県
人
事
委
員
会

る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
山
口
県

用
さ
れ
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与

条
第
二
項
及
び
一
般
職
に
属
す
る

平
成
二
十
六
年
山
口
県
条
例
第
四

一
般
職
に
属
す
る
学
校
職
員
の
給

四
条
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則

る
任
期
が
満
了
し
た
日
を
含
む
。

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用

め
る
。

をあ 条に学十与で ）律
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に
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「
第

だ
し第

一
条

第
三三分

山 口

山
管

号
）第

等
）

県 報

の
一第

漁
業こ管

（号 外 ）

勤
山

勤

管
理
職
手
当
区
分
が
一
種
で
あ

「
第
十
七
条
の
三
第
二
項
」
を

十
六
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
十

書
」
を
「
第
十
七
条
の
三
第
三
項

五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
を

を
加
え
る
。

条

職
員
給
与
条
例
第
十
六
条
の

項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
支

理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
支
給
に

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

二
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条

」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
第

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

二
項
中
「
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地

普
及
指
導
手
当
」
に
改
め
る
。

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月

理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
支
給
に

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に
関

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五

勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額

務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に
関

る
職
を
占
め
る
職
員

六
千
円

「
第
十
七
条
の
三
第
三
項
第
一
号

六
条
の
三
第
三
項
第
一
号
」
に

第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
五
条
と
し
、
第
三
条
を
第
四

三
第
三
項
第
二
号
及
び
学
校
職

定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲

と
す
る
。

山

号
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

関
す
る
規
則
（
平
成
三
年
山
口

。の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
管

十
六
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第

域
手
当
」
を
「
、
こ
れ
に
対
す

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る山

号
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
山
口

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

、
「
第
十
七
条
の
三
第
二
項
た

条
と
し
、
第
二
条
の
次
に
次
の

員
給
与
条
例
第
十
七
条
の
三
第

げ
る
職
員
又
は
学
校
職
員
の
区

口
県
人
事
委
員
会

正
す
る
規
則

県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
四

理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額

十
六
条
の
三
第
三
項
第
一
号
」

る
地
域
手
当
の
月
額
及
び
農
林

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

口
県
人
事
委
員
会

す
る
規
則

県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）

第
十
二
条
第
二
項
第
十
号
中

関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年

「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「

第
四
条
中
「
第
十
九
条
第
六

条
の
二
第
六
項
た
だ
し
書
」
を

第
七
条
第
一
項
中
「
第
五
号

中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を

行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法

号
と
し
、
同
項
第
七
号
中
「
特

六
号
と
し
、
同
項
中
第
八
号
を

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

第
三
条
第
二
号
中
ハ
を
削
り

法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」

条
例
第
十
六
条
の
三
第
二
項

務
手
当
を
支
給
し
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十

二

管
理
職
手
当
区
分
が
二

三

管
理
職
手
当
区
分
が
三

四

管
理
職
手
当
区
分
が
四

五

管
理
職
手
当
区
分
が
五

六

管
理
職
手
当
区
分
が
六

２

職
員
給
与
条
例
第
十
六
条

を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
職

条
の
三
第
二
項
の
勤
務
を
し

「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
又
は
職

山
口
県
条
例
第
十
一
号
）
第
十
八

行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

項
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
九
条
第

「
第
二
十
一
条
の
二
第
七
項
た
だ

か
ら
第
九
号
ま
で
」
を
「
第
四
号

第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号

人
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四

定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執

第
七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
八
号

七
号

当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山

。、
ニ
を
ハ
と
し
、
ホ
を
ニ
と
し
、

に
、
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第

又
は
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
七

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

一
日

種
で
あ
る
職
を
占
め
る
職
員

五

種
で
あ
る
職
を
占
め
る
職
員
又
は

種
で
あ
る
職
を
占
め
る
職
員
又
は

種
で
あ
る
職
を
占
め
る
職
員
又
は

種
又
は
七
種
で
あ
る
職
を
占
め
る

の
三
第
一
項
又
は
学
校
職
員
給
与

員
給
与
条
例
第
十
六
条
の
三
第
二

た
職
員
又
は
学
校
職
員
に
は
、
そ

員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇

条
若
し
く
は
学
校
職
員
の
勤
務

七
項
た
だ
し
書
」
に
、
「
第
二
十

し
書
」
に
改
め
る
。

か
ら
第
八
号
ま
で
」
に
改
め
、
同

と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
特
定
独

号
と
し
、
同
項
第
六
号
を
同
項
第

行
法
人
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項

と
す
る
。

山
口
県
人
事
委
員
会

す
る
規
則

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）

同
条
第
三
号
イ
中
「
特
定
独
立
行

二
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ

条
の
三
第
二
項
の
管
理
職
員
特
別

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

千
円

学
校
職
員

四
千
三
百
円

学
校
職
員

三
千
五
百
円

学
校
職
員

三
千
円

職
員
又
は
学
校
職
員

二
千
円

条
例
第
十
七
条
の
三
第
一
項
の
勤

項
又
は
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十

の
引
き
続
く
勤
務
に
係
る
職
員
給

一
四

に時 一項立五第 の政中 勤 務七与



平成

第
を
加第

年 月 日 火曜日

る
。

山
職

号
）

山 口 県

口
県

条
例

七
項こ職

報

山
農

九
号第

（号 外 ）

間
、

よ
るこ農

二
条
第
二
項
中
「
平
成
三
年
法
律

え
る
。

十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び

員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

条
例
第
百
四
号
）
附
則
第
十
六
項

等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平

ま
で
」
に
改
め
る
。

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月

員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八

農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
の
支

林
漁
業
普
及
指
導
手
当
の
支
給
に

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

五
条
中
「
一
般
職
の
職
員
の
給
与

休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

子
育
て
支
援
部
分
休
暇
の
承
認
」

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月

林
漁
業
普
及
指
導
手
当
の
支
給
に

第
百
十
号
」
の
下
に
「
。
以
下

六
条
」
を
「
第
十
七
条
」
に
改
め

山

号
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

暇
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
山

。 か
ら
第
十
八
項
ま
で
」
を
「
一

成
二
十
六
年
山
口
県
条
例
第
四

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

山

号
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年

る
。

に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改

（
昭
和
四
十
六
年
山
口
県
条
例
第

を
加
え
る
。

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
」

、
同
条
を
第
十
三
条
の
三
と

口
県
人
事
委
員
会

改
正
す
る
規
則

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七

般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

十
一
号
）
附
則
第
五
項
か
ら
第

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

口
県
人
事
委
員
会

正
す
る
規
則

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

正
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
山

三
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

第
十
九
条
第
二
項
中
「
又
は

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十

を
減
じ
た
時
間
の
範
囲
内
）

第
十
四
条
中
「
第
十
七
条
」

第
十
五
条
中
「
第
十
六
条
」

第
十
六
条
の
見
出
し
中
「
介

「
介
護
休
暇
」
の
下
に
「
又
は

条
第
一
項
に
定
め
る
場
合
」
を

第
十
八
条
の
見
出
し
中
「
介

一
項
中
「
介
護
休
暇
」
の
下
に

取
得
す
る
も
の
と
す
る
。

３

子
育
て
支
援
部
分
休
暇
は

る
休
暇
又
は
部
分
休
業
の
承

間
を
減
じ
た
時
間
）
の
範
囲

４

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
一
日

の
範
囲
内
（
第
十
二
条
第
七

非
常
勤
職
員
に
あ
っ
て
は
、

し
、
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一

（
子
育
て
支
援
部
分
休
暇
）

第
十
三
条
の
二

子
育
て
支
援

２

子
育
て
支
援
部
分
休
暇
は

に
規
定
す
る
部
分
休
業
（
以

は
、
当
該
部
分
休
業
の
終
了

分
休
業
の
承
認
を
得
て
い
る

介
護
休
暇
」
を
「
、
介
護
休
暇
又

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

一
日

と
す
る
。

を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
る
。

を
「
第
十
七
条
」
に
改
め
る
。

護
休
暇
」
の
下
に
「
及
び
子
育
て

子
育
て
支
援
部
分
休
暇
」
を
、
「

加
え
る
。

護
休
暇
」
の
下
に
「
及
び
子
育
て

「
又
は
子
育
て
支
援
部
分
休
暇
」

、
一
日
を
通
じ
、
二
時
間
（
第
十

認
を
得
て
い
る
職
員
に
あ
っ
て
は

内
と
す
る
。

ず
、
非
常
勤
職
員
の
子
育
て
支
援

に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か

号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇

当
該
時
間
の
範
囲
内
で
、
か
つ
、

条
を
加
え
る
。

部
分
休
暇
の
単
位
は
、
三
十
分
と

、
始
業
の
時
刻
（
始
業
の
時
刻
か

下
「
部
分
休
業
」
と
い
う
。
）
の

の
時
刻
）
か
ら
連
続
し
、
又
は
終

職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
部
分
休

一
五

山
口
県
人
事
委
員
会

は
子
育
て
支
援
部
分
休
暇
」
に
改

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

支
援
部
分
休
暇
」
を
加
え
、
同
条

場
合
」
の
下
に
「
又
は
条
例
第
十

支
援
部
分
休
暇
」
を
加
え
、
同
条

を
加
え
る
。

二
条
第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お

、
二
時
間
か
ら
当
該
承
認
に
係
る

部
分
休
暇
は
、
一
日
を
通
じ
、
当

ら
五
時
間
四
十
五
分
を
減
じ
た
時

又
は
部
分
休
業
の
承
認
を
得
て
い

二
時
間
か
ら
当
該
承
認
に
係
る
時

す
る
。

ら
の
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一

承
認
を
得
て
い
る
職
員
に
あ
っ

業
の
時
刻
（
終
業
の
時
刻
ま
で
の

業
の
開
始
の
時
刻
）
ま
で
連
続
し

め 中六第 け時該間る間 項て部て



平成 年 月 日 火曜日

こ

山 口

別
「

県 報 （号 外 ）

山
義

の
一別

「

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月

表
第
二
中

「

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に

務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
第
一
中
「

」

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

に
」

に

号
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
（
昭
和
五
十
年
山
口
県

」
を

改
め
る
。

改
め
る
。

る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）

」
を

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
号
中
「
第
十
七

第
五
条
中
「
一
般
職
に
属
す

十
七
年
山
口
県
条
例
第
百
五
号

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等

号
）
附
則
第
五
項
か
ら
第
七
項

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七

定
時
制
通
信
教
育
手
当
に
関

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

定
時
制
通
信
教
育
手
当

定
時
制
通
信
教
育
手
当
に
関

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
三
号
中
「
第
十
七

第
六
条
中
「
一
般
職
に
属
す

十
七
年
山
口
県
条
例
第
百
五
号

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等

号
）
附
則
第
五
項
か
ら
第
七
項

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七

産
業
教
育
手
当
の
支
給
に
関

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

産
業
教
育
手
当
の
支
給

産
業
教
育
手
当
の
支
給
に
関

条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
る

る
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

）
附
則
第
十
四
項
か
ら
第
十
六
項

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成

ま
で
」
に
改
め
る
。

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

一
日十

二
号

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
口

条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
る

る
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

）
附
則
第
十
四
項
か
ら
第
十
六
項

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成

ま
で
」
に
改
め
る
。

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

一
日十

一
号

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
山
口

。例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平

ま
で
」
を
「
一
般
職
に
属
す
る
学

二
十
六
年
山
口
県
条
例
第
四
十

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

山
口
県
人
事
委
員
会

る
規
則

県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の

。例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平

ま
で
」
を
「
一
般
職
に
属
す
る
学

二
十
六
年
山
口
県
条
例
第
四
十

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

山
口
県
人
事
委
員
会

る
規
則

県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の

一
六

成校二 一 成校二 一



平成

「
介

条
第

年 月 日 火曜日

４
非の非を第第第

山 口 県

２
にて部続

３
るる

報

学
八
号第

を
加第

し
、

（
子

第
十

（号 外 ）

学
す
る

山

護
休
暇
」
の
下
に
「
又
は
子
育
て

一
項
に
定
め
る
場
合
」
を
加
え
る

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
非

常
勤
職
員
に
つ
い
て
一
日
に
つ
き

範
囲
内
（
第
十
三
条
第
七
号
に
掲

常
勤
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時

減
じ
た
時
間
の
範
囲
内
）
と
す
る

十
五
条
中
「
第
十
七
条
」
を
「
第

十
六
条
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第

十
七
条
の
見
出
し
中
「
介
護
休
暇

子
育
て
支
援
部
分
休
暇
は
、
始
業

規
定
す
る
部
分
休
業
（
以
下
「
部

は
、
当
該
部
分
休
業
の
終
了
の
時

分
休
業
の
承
認
を
得
て
い
る
学
校

し
て
取
得
す
る
も
の
と
す
る
。

子
育
て
支
援
部
分
休
暇
は
、
一
日

休
暇
又
は
部
分
休
業
の
承
認
を
得

時
間
を
減
じ
た
時
間
）
の
範
囲
内

校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

三
条
第
四
項
中
「
平
成
三
年
法
律

え
る
。

十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十

第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

育
て
支
援
部
分
休
暇
）

四
条
の
二

子
育
て
支
援
部
分
休

校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休

。平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日

支
援
部
分
休
暇
」
を
、
「
場
合

。 常
勤
職
員
の
子
育
て
支
援
部
分

定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か
ら
五

げ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
又
は

間
の
範
囲
内
で
、
か
つ
、
二
時

。十
八
条
」
に
改
め
る
。

十
七
条
」
に
改
め
る
。

」
の
下
に
「
及
び
子
育
て
支
援

の
時
刻
（
始
業
の
時
刻
か
ら
の

分
休
業
」
と
い
う
。
）
の
承
認

刻
）
か
ら
連
続
し
、
又
は
終
業

職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
部
分

を
通
じ
、
二
時
間
（
第
十
三
条

て
い
る
学
校
職
員
に
あ
っ
て
は

と
す
る
。

暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七

る
。

第
百
十
号
」
の
下
に
「
。
以
下

六
条
」
を
「
第
十
七
条
」
に
改
め

え
る
。

暇
の
単
位
は
、
三
十
分
と
す
る

暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を山

三
号、

休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一

」
の
下
に
「
又
は
条
例
第
十
六

休
暇
は
、
一
日
を
通
じ
、
当
該

時
間
四
十
五
分
を
減
じ
た
時
間

部
分
休
業
の
承
認
を
得
て
い
る

間
か
ら
当
該
承
認
に
係
る
時
間

部
分
休
暇
」
を
加
え
、
同
条
中

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項

を
得
て
い
る
学
校
職
員
に
あ
っ

の
時
刻
（
終
業
の
時
刻
ま
で
の

休
業
の
開
始
の
時
刻
）
ま
で
連

第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け

、
二
時
間
か
ら
当
該
承
認
に
係

年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
」

、
同
条
を
第
十
四
条
の
三
と

。 改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

口
県
人
事
委
員
会

部
を
改
正
す
る
規
則

安
全
指
導
官
」
を

少
年
事
件

識
窃
盗
対
策
官
」
を
「
組
織
窃

広
域
知

中
「
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
局
長
」

公
安
職
給
料
表
級
別
職
務
区

「
航
空
隊
長

少
年
事
件
指
導
官

を
「
通航

通
信
指
令
官

」

佐
」
に
改
め
、
同
表
七
級
の
項

「
生
活
安
全

め
、
「
身
体
障
害
者
福
祉
司
」

「
出
先
機
関
課
長

長
」
を

身
体
障
害
者
更
生
相

身
体
障
害
者
福
祉
司

六
級
の
項
中
「
精
神
保
健
福
祉

「
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

「
危
機
管
理
監
」
を
「
危
機
管

企
業
立

山
口
県
人
事
委
員
会
告
示
第

級
別
職
務
区
分
表
に
関
す
る

の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十

行
政
職
給
料
表
級
別
職
務
区

第
十
九
条
の
見
出
し
中
「
介

一
項
中
「
介
護
休
暇
」
の
下
に

第
二
十
条
第
二
項
中
「
又
は

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七

指
導
官
」
に
、

少
年
事
件
指
導

通
信
指
令
官

盗
対
策
官

能
犯
対
策
官
」
に
改
め
る
。

を

こ
ど
も
・
子
育
て
応
援
局
長

分
表
五
級
の
項
中
「
会
計
調
査
官

信
指
令
官

空
隊
長

」
に
、
「
本
部
室
長
補

「
サ
イ

中
「
鉄
道
警
察
隊
長
」
を

鉄
道

広
域

「
航
空
隊
長

指
導
官

を
削
り
、
同
表
四
級
の
項
中
「
副

談
所
長

に
改
め
、
「
身
体
障
害

身
体
障
害

」

セ
ン
タ
ー
次
長
」
を
「
精
神
保
健

身
体
障
害

所
長
」
及
び
「
農
業
大
学
校
副
校

理
監

地
統
括
監
」
に
改
め
、
「
農
業
大

「
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
局
長

一
号

告
示
（
昭
和
六
十
年
山
口
県
人
事

七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
日

分
表
三
級
の
項
中
「
保
健
師
長
」

護
休
暇
」
の
下
に
「
及
び
子
育
て

「
又
は
子
育
て
支
援
部
分
休
暇
」

介
護
休
暇
」
を
「
、
介
護
休
暇
又

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
七

官

を

航
空
隊
長

」
に
、
「

」
」
に
改
め
る
。

」
を
「
会
計
調
査
官

少
年
事
件
指
導
官
」
に

佐
」
を
「
本
部
室
長
補
佐

科
学
捜
査
研
究
所
長

バ
ー
犯
罪
対
策
室
長

警
察
隊
長

に
、
「
生

自
動
車
警
ら
隊
長

」

「
通
信
指
令
官

課
長
」
を
削
り
、
「
出
先
機
関

者
更
生
相
談
所
長

者
福
祉
司

」
を
削
り
、
同

福
祉
セ
ン
タ
ー
次
長

者
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長
」
に
改
め

長
」
を
削
り
、
同
表
七
級
の
項

学
校
長
」
を
削
り
、
同
表
八
級
の

委
員
会
告
示
第
三
号
）
の
一
部
を

山
口
県
人
事
委
員
会

を
「
保
健
師
長

身
体
障
害
者
福
祉
司
」
に

支
援
部
分
休
暇
」
を
加
え
、
同
条

を
加
え
る
。

は
子
育
て
支
援
部
分
休
暇
」
に
改

組 、補活 課表、中項 次改 第め
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